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歴史性の 展 開 と して の 限界状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　橋 　章　仁

　ヤ ス パ ー ス は 、 主 著 『哲学』 （1932年）の 冒頭で 、
「われ われ の 状 況 か ら哲学す る こ

とを始 め る こ と」 を標 榜 す る が 、
「限 界状 況 」 の 章で も同 様 に 、 そ の 出発 点 は 、 こ の

私 の 個別 的現存在 が特定の 状 況下 に身 を 置 く歴 史的存在 で ある と 自覚す る こ と に あ る。

そ れ に よ っ て 、状 況 が 単 な る 現存 在的 状 況 と して の み な らず 、 実 存的性 格 を帯 び た 限

界 状 況 と して も立 ち現 わ れ る。 現 存在 は 、そ うした対 立 に 引 き裂 か れ た二 律 背 反構 造

を もち 、そ の 両極 を相 互 に 行 き来 しなが ら固 定的 形態 を とる こ と が ない
、

つ ま り 、 決

して 完結 し えない 歴 史 的な もの で あ る 。 さ らに 、
こ の 現 存在 の 特質 を明 らか にす る こ

とを通 じて 、論 点が 個別 的歴 史性 か ら現存在全 体 の 歴 史性 へ と拡大 され 、硯 存在 そ の

もの が もつ 超 え が た い 根本 的 な限 界状 況 、 歴 史性 とい う限界 状 況 が 明 らか に され る 。

『哲学』第 二 巻 「実 存開明」 の 第 7 章 「限界状況 」 は 、現存在 の 歴 史性 の 中に 潜む 種 々

の 限 界状 況 を掘 り起 こ す 作 業 を行 っ て お り、 それ ゆえ 、そ の 第 4 章 「歴 史性 」 の い わ

ば発 展 的再論 と言 うべ き で あ り、 こ の 二 つ の 章は 連続的 展 開 に お い て 解 され うる
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （早 稲 田大学非常勤講師）

　　　　　　　　　　ヤ ス パ ー ス に お ける 「連帯 」

　　　　　　　　　　　　　　非行為 へ の 帰 責の 意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　石 　桂　子

　 『責罪論』 に お い て 、 ヤ ス パ ー ス は ドイ ツ 国民の 「形而上 的な罪」　 あ らゆ る他者

との 間 に も つ べ き連 帯性 を 損 な っ た罪 　　を 説 き、 そ の 責任 を 負 う中 に 国民 の 再生 の

道が あ る と した 。 ヤス パ ー ス は シ ェ
ー

ラ
ー

同様 、利 益社会で の 有機 的 な労働 者 とい う

人 間観 へ の 批判 と して 連帯概念 を用い た が 、 シ ェ
ー ラー が人 格共 同体の 連帯 を 挙 げ、

「応 答 愛 」 との 関連 か ら 、 個 人 の 憎 悪 、道 徳的悪 に 対 して 他者 や 共 同 体 が共 に 責任 を

負 うと し たの に 対 し
、 ヤス パ ー

ス は 連 帯 を実存的 な
一

対
一

の 関係 に 求 め っ っ
、 自己 の

現 存在 を優 先 させ たた め に 喪失 した被害者 との 連帯 に罪 を認 め る 。 現 存在的制約 を断

ち切 っ て 善を行 う 「実存の 自由」 を根拠 と して 、 責任が 問われ るの で あ る 。

　 ヤ ス パ ー
ス 責任 論 は 道 徳 的罪 意識 の 不 完全 さ　　 連帯 の 損 な い を 無責化 し、 自己 を

受 動 的な もの と位置 づ け 自由 の 範囲 を制 限す る　　 を示 唆 し 、 政 治 的 な無力 状態 を脱

して 自由 を獲得す る よ う要請 す る 。
こ れ は戦 争被害者 へ の 贖 罪 の

一
つ で あ り、他 者 ・

共 同体 との 分離 か ら社 会的 事 象に 沈黙す る人 間 に 求め られ る 、未 来 に 対す る責任 で も

あ る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （高崎健 康福祉 大学講師）
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